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11
月
16
日
任
期
満
了
に
伴
う
板

倉
町
長
選
挙
が
11
月
10
日
㈰
に
執

行
さ
れ
ま
す
。
執
行
に
あ
た
り
、

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。
立
候
補
に
関
す
る
各
種
説

明
の
ほ
か
、
立
候
補
に
必
要
な
書

類
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
立
候
補

を
予
定
し
て
い
る
か
た
は
ご
出
席

く
だ
さ
い
。（
事
前
申
込
み
不
要
、

代
理
出
席
も
可
能
）

日
時

10
月
２
日
㈬　

午
後
２
時

場
所　

役
場
３
階
大
会
議
室

参
加
人
数

立
候
補
予
定
者
ご
と

に
３
人
以
内

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会

82

－

６
１
２
２

町
長
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催

録
音
機
能
付
き
電
話
で

　

特
殊
詐
欺
を
撃
退

　

自
動
応
答
や
通
話
自
動
録
音

機
能
を
備
え
た
電
話
機
や
、
電

話
線
と
電
話
機
の
間
に
接
続
し

て
録
音
機
能
を
有
す
る
機
器
の

購
入
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

対
象　

世
帯
全
員
が
町
税
な
ど

の
滞
納
が
な
く
、
町
内
に
住
民

登
録
が
あ
り
実
際
に
居
住
し
て

い
る
65
歳
以
上
の
か
た

※
一
世
帯
に
つ
き
１
台
限
り

補
助
金
額

購
入
費
用
の
２
分
の
１
以
内
、

た
だ
し
上
限
金
額
６
，０
０
０
円

で
千
円
未
満
切
り
捨
て

申
請
方
法

　

購
入
し
た
日
か
ら
１
年
以
内

に
左
記
の
も
の
を
そ
ろ
え
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
書

○
領
収
書

○
機
能
が
確
認
で
き
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
ま
た
は
取
扱
説
明
書

※
申
請
書
は
、
安
全
安
心
係
ま

た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

安
全
安
心
係　

82

－

６
１
２
３

　

板
倉
町
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
に
防

火
防
災
訓
練
用
資
器
材
と
し
て
煙

体
験
用
テ
ン
ト
お
よ
び
発
煙
用
機

器
一
式
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
宝
く
じ
の
収
益
な
ど
を
財

源
に
実
施
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
を
活
用
し
た
も
の

で
す
。

問
合
せ　

板
倉
消
防
署

82

－

１
１
３
８

宝
く
じ
助
成
金

防
火
防
災
訓
練
用
資
器
材
を
整
備

９
月
は
食
生
活
改
善
普
及
運
動
・
健
康
増
進
普
及
月
間
で
す

　

生
活
習
慣
病
は
食
生
活
や
運
動
習
慣
、喫
煙
な
ど
日
常
生
活
と
深
く
関
係
し
、

症
状
が
ほ
ど
ん
ど
な
い
ま
ま
進
行
す
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
健
康
な
毎
日
を

過
ご
す
た
め
に
「
10
分
多
く
体
を
動
か
す
」、「
１
皿
多
く
野
菜
を
と
る
」、「
禁

煙
す
る
」
な
ど
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

問合せ　安全安心係
８２－６１２３指定避難場所と避難経路は。

こちらからご確認ください。

　

９
月
議
会
定
例
会
が
９
月
10
日

㈫
か
ら
20
日
㈮
ま
で
の
11
日
間
の

日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
今
回
の

定
例
会
に
は
、
報
告
１
件
、
条
例

の
一
部
改
正
議
案
４
件
、
令
和
６

年
度
補
正
予
算
議
案
２
件
、
令
和

５
年
度
決
算
認
定
議
案
５
件
、
議

員
発
議
（
条
例
の
制
定
）
１
件
の

報
告
を
除
く
合
計
12
議
案
が
審
議

さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

議
会
初
日
に
は
各
議
案
の
審
議

決
定
を
行
い
、
令
和
６
年
度
補
正

予
算
議
案
お
よ
び
令
和
５
年
度
決

算
認
定
議
案
に
つ
い
て
は
、
予
算

決
算
常
任
委
員
会
へ
付
託
し
、
細

部
に
わ
た
っ
て
慎
重
に
審
査
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
常
任
委
員
会
に

お
い
て
、
町
が
今
後
取
り
組
む
事

務
事
業
な
ど
に
つ
い
て
、
所
管
事

務
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

２
日
目
に
は
、
事
前
に
質
問
通

告
を
し
た
議
員
４
人
が
登
壇
し
、

一
問
一
答
方
式
で
一
般
質
問
を
行

い
ま
す
。
そ
の
後
、
令
和
６
年
度

補
正
予
算
議
案
の
採
決
が
行
わ
れ

ま
す
。

　

最
終
日
に
は
、
令
和
５
年
度
決
算

認
定
議
案
の
採
決
が
行
わ
れ
ま
す
。

◆
一
般
質
問
通
告
者
、
質
問
事
項

期
日　

９
月
11
日
㈬

森
田
義
昭
議
員
（
９
時
〜
）

①
保
育
園
・
児
童
館
に
つ
い
て

②
小
学
生
の
役
場
庁
舎
見
学
に
つ

い
て

③
栗
原
町
政
16
年
間
に
つ
い
て

青
木
秀
夫
議
員（
10
時
15
分
〜
）

①
「
性
善
説
・
性
悪
説
」
に
つ
い
て

は
古
来
よ
り
通
説
が
あ
る
。し
か
し
、

そ
の
受
け
止
め
方
と
な
る
と
「
人
の

性
格
、
環
境
、
能
力
」
は
10
人
10
色

千
差
万
別
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
見
解
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

②
令
和
６
年
５
月
13
日
付
小
林
議

長
、
延
山
議
会
運
営
委
員
長
宛
の

栗
原
町
長
の
「
青
木
秀
夫
議
員
の

質
疑
に
対
す
る
抗
議
並
び
に
要
請

書
」
の
内
容
に
つ
い
て

藪
之
本
佳
奈
子
議
員（
11
時
30
分
〜
）

①
小
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
事

業
に
つ
い
て

②
児
童
館
に
つ
い
て

③
防
災
に
つ
い
て

④
町
長
の
発
言
に
つ
い
て

亀
井
伝
吉
議
員（
13
時
30
分
〜
）

①
消
滅
可
能
性
自
治
体
の
報
道
に

関
す
る
職
員
の
意
見
に
つ
い
て

②
若
者
の
未
婚
・
晩
婚
化
の
対
策

に
つ
い
て

③
定
住
対
策
に
つ
い
て

◆
予
算
決
算
常
任
委
員
会

　

決
算
審
査
日
程

期
日　

９
月
12
日
㈭

　

企
画
財
政
課
・
住
民
環
境
課

期
日　

９
月
13
日
㈮

　

総
務
課
・
福
祉
課
・
税
務
課

会
計
課

期
日　

９
月
17
日
㈫

　

都
市
建
設
課
・
産
業
振
興
課

　

健
康
介
護
課

期
日　

９
月
18
日
㈬

　

教
育
委
員
会
・
総
括
質
疑

◆
議
会
傍
聴

　

本
会
議
お
よ
び
委
員
会
の
傍
聴

を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
入
り
口

で
受
付
票
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢

を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

庶
務
議
事
係

82

－

６
１
５
４

期日 会議名 開議時刻 事項

９月10日（火）

本会議 午前９時 定例会（初日）

委員会 本議会
終了後

予算決算常任委員会
（補正予算審査）

委員会 午後１時
30分

総務文教福祉常任委員会
（所管事務調査）

産業建設生活常任委員会
（所管事務調査）

９月11日（水） 本会議 午前９時 一般質問（４人）
補正予算採決

９月12日（木） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（決算審査）

９月13日（金） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（決算審査）

９月14日（土） 休会

９月15日（日） 休会

９月16日（月） 休会

９月17日（火） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（決算審査）

９月18日（水） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（決算審査・総括質疑）

９月19日（木） 休会

９月20日（金） 本会議 午前９時 定例会（最終日）

９
月
議
会
定
例
会
を
開
催

令
和
５
年
度
決
算
認
定
議
案
な
ど
を
審
議

町全体の避難訓練を実施します
　５月から７月までに実施した行政区ごとの避難訓練に参加いただきありがとうござ
いました。
　今回、町全体での訓練実施による検証を行うため、町と関係機関が連携して行う避
難訓練を下記のとおり実施します。いざという時に備え、積極的な参加をお願いします。
　洪水時住民避難計画に基づき、多くのかたが車を使って避難することになります。ご
自身の行政区指定避難場所や避難経路を確認し、適切な避難行動を取ってください。

実施日時　令和６年９月２９日（日）【雨天決行】
　　　　　午前７時００分　「高齢者等避難」発令
　　　　　　○支援者は、要支援者の福祉避難所への避難を支援してください。
　　　　　　○高齢者は、直ちに避難を開始してください。
　　　　　　○全町民は、速やかに避難を開始してください。
　　　　　午前８時３０分　「避難解除」発令
訓練内容　情報伝達訓練（自主防災組織）、避難所開設訓練、災害広報訓練、
　　　　　避難者受入訓練
避難場所　各行政区洪水時指定避難場所
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【入札結果】予定価格が250万円（税込み）を超えるものを掲載。全ての入札結果および詳細は、町ホームページに掲載しています。　問合せ　財政係 ８２－６１２６

執 行 日 件 名 場 所 予定価格（税抜） 最低制限価格（税抜）
落札金額
（税抜） 落 札 率 落 札 者

７月18日㈭ 板倉町立西小学校渡り廊下棟防水改修工事 西小学校 583万円 408万円 542万円 93.0％ ㈱石川工務店

７月18日㈭ 板倉町立板倉中学校給食用食器類購入事業 板倉中学校 251万円 なし 168万円 66.9％ 関東調理機械㈱

７月18日㈭ 板倉海洋センターバスケットゴール購入事業 板倉海洋
センター 700万円 なし 548万円 78.3％ ㈲T・Sスポーツ

７月23日㈫ 令和６年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業
邑楽東部第１排水機場 監視操作制御システム更新工事

邑楽東部第
１排水機場 3,702 万円 2,591万円 3,680万円 99.4％ クシダ工業㈱

７月23日㈫ 令和６年度町道１１１６号線　道路長寿命化舗装修繕工事 板倉地内 833万円 583万円 790万円 94.8％ 尾崎建設㈱

７月23日㈫ 令和６年度町道２－２０号線　道路長寿命化舗装修繕工事 岩田地内 596万円 417万円 570万円 95.6％ ㈲坂田建設

　

10
月
分
（
12
月
支
給
分
）
の
児

童
手
当
か
ら
制
度
改
正
（
拡
充
）

に
よ
り
、
内
容
が
左
の
表
の
と
お

り
変
更
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ

れ
ま
で
支
給
月
に
送
付
し
て
い
た

は
が
き
に
よ
る
支
払
通
知
は
廃
止

と
な
り
ま
す
。

申
請
が
必
要
な
か
た

○
高
校
生
年
代
以
上
の
児
童
の
み

を
養
育
し
て
い
る
か
た

○
所
得
制
限
に
よ
り
、
児
童
手
当

お
よ
び
特
例
給
付
の
支
給
対
象
外

の
か
た

○
高
校
生
年
代
ま
で
の
児
童
の
ほ

か
に
大
学
生
年
代
の
子
が
お
り
、

合
わ
せ
て
３
人
以
上
を
養
育
し
て

い
る
か
た

※
申
請
が
必
要
な
か
た
に
は
９
月

上
旬
ご
ろ
通
知
を
発
送
し
ま
す
。

※
児
童
な
ど
の
住
所
が
町
外
に
あ

る
場
合
は
、
公
簿
な
ど
で
の
確
認

が
で
き
な
い
た
め
、
窓
口
で
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
児
童
の
保
護
者
が
公
務
員
の
場

合
は
、
勤
務
先
で
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

申
請
が
不
要
な
か
た

○
児
童
手
当
ま
た
は
特
例
給
付
を

受
給
し
て
お
り
、
高
校
生
年
代
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
か
た

○
所
得
制
限
に
よ
り
、
特
例
給
付

（
５
，０
０
０
円
）を
受
給
し
て
い

る
か
た

○
第
３
子
以
降
の
支
給
額
を
す
で

に
受
給
し
て
い
る
か
た
で
、
大
学

生
年
代
を
養
育
し
て
い
な
い
か
た

※
手
当
額
改
定
（
増
額
）
通
知
を

11
月
頃
に
発
送
予
定
で
す
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
係

82

－

６
１
３
４

児
童
手
当

制
度
改
正
（
拡
充
）
の
お
知
ら
せ

主な変更 改正後（10月分から） 改正前（９月分まで）

支給対象 高校生年代（18歳年度末）まで 中学生年代（15歳年度末）まで

手当月額

・３歳未満
　第１・２子　１５,０００円
　第３子以降　３０,０００円

・３歳から18歳年度末まで
　第１・２子　１０,０００円
　第３子以降　３０,０００円

・３歳未満　　　１５,０００円

・３歳から小学校終了まで
　　第１・２子　１０,０００円
　　第３子以降　１５,０００円

・中学生　　　　１０,０００円

・所得制限限度額以上（特例給付）　５,０００円

・所得上限限度額以上　支給なし

所得制限 所得制限なし 所得制限あり

第３子以降の
算定対象

児童手当受給者に経済的な負担などがある大学
生年代（22歳年度末）までの子 高校生年代までの児童

支給回数 年６回（偶数月）各前月までの２か月分を支払い
※初回支給日は12月10日

年３回（２月、６月、10月）各前月までの４
か月分を支払

　

７
月
18
日
㈭
、
館
林
警
察
署
管

内
防
犯
協
会
総
会
に
お
い
て
、
板

倉
町
防
犯
委
員
会
第
１
支
部
に
表

彰
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。
長
年

に
わ
た
る
犯
罪
の
な
い
明
る
い
社

会
づ
く
り
に
貢
献
し
た
功
績
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。

問
合
せ　

安
全
安
心
係

82

－

６
１
２
３

防
犯
功
労
団
体
表
彰

防
犯
委
員
会
第
１
支
部
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た

　

両
毛
地
域
の

６
市
５
町
（
桐

生
市
、太
田
市
、

館
林
市
、
み
ど

り
市
、板
倉
町
、

明
和
町
、
千
代

田
町
、大
泉
町
、

邑
楽
町
、
足
利

市
、
佐
野
市
）

で
は
、
圏
内
の

連
携
と
活
性
化
の
た
め
に
協
議
会

を
組
織
し
、
毎
年
イ
ベ
ン
ト
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
両
毛
地
域
内
の
各
市
町

の
イ
ベ
ン
ト
参
加
店
舗
を
巡
っ
て
、

ス
タ
ン
プ
を
集
め
る
モ
バ
イ
ル
ス

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
参
加
店
舗
で
食
事
ま

た
は
買
い
物
を
す
る
と
も
ら
え
る

ス
タ
ン
プ
を
集
め
て
応
募
す
る
と
、

抽
選
で
豪
華
賞
品
が
当
た
り
ま
す
。

開
催
期
間　

９
月
13
日
㈮
〜
12
月

22
日
㈰

問
合
せ　

企
画
調
整
係

82

－

６
１
２
５

両
毛
地
域
の
味
覚
と
魅
力
を
新
発
見

り
ょ
う
も
う
グ
ル
メ
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー詳細はこちら

　

板
倉
町
の
名

所
や
ま
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
魅

力
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
バ

ス
ツ
ア
ー
を
実

施
し
ま
す
。

　

渡
良
瀬
遊
水
地
の
見
学
や
船
頭

の
操
る
揚
舟
へ
の
体
験
乗
船
、
昼

食
は
板
倉
町
の
郷
土
料
理
が
堪
能

で
き
ま
す
。

日
時　

10
月
27
日
㈰　

午
前
８
時

30
分

対
象　

関
東
ど
ま
ん
な
か
サ
ミ
ッ

ト
関
連
自
治
体
（
板
倉
町
、
栃
木

市
、
小
山
市
、
野
木
町
、
加
須
市
、

古
河
市
）
に
お
住
ま
い
の
か
た

募
集
人
数　

40
人

参
加
費　

４
，０
０
０
円

申
込
期
間　

９
月
９
日
㈪
〜
27
日
㈮

申
込
方
法　

申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
商
工
観
光
係
宛

に
メ
ー
ル
、
郵
送
も
し
く
は
フ
ァ

ク
ス
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
用
紙
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

ま
た
、
商
工
観
光
係
で
も
配
布
し

て
い
ま
す
。

問
合
せ　

商
工
観
光
係

82

－

６
１
３
９

い
た
く
ら
ま
ち
魅
力
発
見
バ
ス
ツ
ア
ー

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

募
集
概
要

　

人
口
減
少
克
服
・
地
方
創
生
の

取
組
と
し
て
、
大
学
な
ど
を
卒
業

後
に
就
業
し
た
か
た
で
、
本
町
に

定
住
し
、
奨
学
金
の
返
還
を
行
っ

て
い
る
か
た
を
対
象
に
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象
と
な
る
奨
学
金

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
奨

学
金
が
対
象
で
す
。

▼
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援

機
構
第
一
種
奨
学
金

▼
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援

機
構
第
二
種
奨
学
金
お
よ
び
そ
れ

に
係
る
利
子

▼
板
倉
町
奨
学
金
貸
与
に
関
す
る

条
例
に
基
づ
き
、
板
倉
町
が
貸
与

す
る
奨
学
金

▼
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
貸

与
す
る
奨
学
金

対
象
者　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
か
た
。
た
だ
し
、国
家
公
務
員
、

地
方
公
務
員
の
か
た
は
対
象
外

▼
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
、
大

学
、
専
修
学
校
お
よ
び
高
等
専
門

学
校
等
に
進
学
し
、
卒
業
し
た
か
た

▼
労
働
契
約
に
基
づ
き
就
業
し
て

い
る
か
た
。
個
人
で
農
業
そ
の
他

事
業
を
営
ん
で
い
る
か
た
（
事
業

専
従
者
を
含
む
）

▼
申
請
時
に
お
い
て
本
町
に
住
所

が
あ
り
、
引
き
続
き
５
年
以
上
居

住
す
る
意
思
の
あ
る
か
た

▼
40
歳
未
満
の
か
た

▼
卒
業
後
に
奨
学
金
の
返
還
を
開

始
し
て
お
り
、
滞
納
が
な
い
か
た

▼
申
請
者
お
よ
び
申
請
者
の
属
す

る
世
帯
員
に
町
税
な
ど
の
滞
納
が

な
い
か
た

▼
他
の
奨
学
金
返
還
支
援
を
利
用

し
て
い
な
い
か
た

補
助
額　

補
助
金
の
交
付
を
申
請

す
る
年
度
の
前
年
度
に
返
還
し
た

奨
学
金
の
２
分
の
１
の
額

上
限
15
万
円
（
繰
上
返
済
分
お
よ

び
滞
納
繰
越
分
は
対
象
外
）

補
助
対
象
期
間　

最
初
に
補
助
金

の
交
付
を
受
け
た
年
か
ら
最
大
で

５
年
間

申
請
期
限　

12
月
28
日
㈯

申
請
方
法　

申
請
書
な
ど
の
関
係

書
類
を
企
画
調
整
係
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

企
画
調
整
係

82

－

６
１
２
５

板
倉
町
奨
学
金
返
還
支
援
補
助
金

奨
学
金
返
還
の
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

問合せ 安全安心係 ８２－６１２３

詳細はこちら

支部長　黒
くろ

野
の

一
いち

郎
ろう

さん


